
6小鹿野町議会だより

質問議員 質　　　問　　　事　　　項 質問議員 質　　　問　　　事　　　項
猪野　武雄 ・役場庁舎の整備に関して

・危機管理等に関して
・空き施設の利活用に関して
・教育行政に関して
・有害鳥獣対策に関して

山中　豊彦 ・両神山の今後について
・神怡舘の活用方針について
※本人の希望により、紙面に掲載していません。

髙橋　耕也 ・企業訪問について
・観光について
・包括連携協定について
・移住者促進事業について
・子どもの遊び場について
・空き家対策について
・耕作放棄地について
・除雪について

岩田　和幸 ・薬師の湯、国民宿舎について
・中学校武道場について
・情報公開について
・２回目の町政懇談会について
※本人の希望により、紙面に掲載していません。

髙橋　謙治 ・消防・防災対策について
・空き家の対策について
・交流活動の促進に関して
・エネルギー政策について
・新庁舎建設に関して

齋藤　　維 ・幼稚園、保育所（園）について
・町政懇談会について
・主権者教育について
・通学費助成について

笠原　義行 ・雪害対策について
・人口減少問題について
・地域おこし協力隊について
・平成31年度一般会計予算について
・行財政運営について

出浦　正夫 ・長若地内の埋め立て残土崩落問題について
・国民健康保険について
・暑さ対策について
・広域水道の運営について
・空き公共施設の活用について

○本議会の質問者は８人で、その内６人の原稿を掲載しています。
○持ち時間内で質問した事項のみ掲載しています。

一般質問一覧（質問順）

　　　　　　　　　　　　　　　　（○は賛成、●は反対した議員）

議 員 名
議 案 名
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藤
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彦

猪
野
　
武
雄

出
浦
　
正
夫

眞
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加
藤
　
喜
一

黒
澤
　
光
司

強
矢
　
好
光

小鹿野町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
小鹿野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
小鹿野町社会体育施設条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
小鹿野町国民健康保険条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
小鹿野町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め
る条例等の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

小鹿野町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
平成30年度小鹿野町一般会計補正予算（第３号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
平成30年度小鹿野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
平成30年度小鹿野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
平成30年度小鹿野町介護保険特別会計補正予算（第１号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
町道路線の変更について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
東海第二原子力発電所の運転延長を行わないことを求める請願 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
小鹿野町における受動喫煙防止対策に関する請願 ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● － ●
生態系への影響が指摘されているネオニコチノイド系農薬の規制を求める意見書の提
出を求める請願 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

企業主導型保育所設置のあり方に関する請願書 　　　　継続審査（文化厚生常任委員会付託）
国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願書 　　　　継続審査（総務常任委員会付託）
東海第二原子力発電所の運転延長を行わないことを求める意見書案 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
生態系への影響が指摘されているネオニコチノイド系農薬の規制を求める意見書案 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
水道民営化を推し進める水道法改正案に反対する意見書案 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

※ 黒澤光司議員は議長のため採決に加わっていません。
※ 条例の内容については町ホームページの「小鹿野町例規集」でご確認いただけます。

予算・条例等の審議結果
11111111111111

○
10
月
16
日

・
役
場
庁
舎
整
備
に
つ
い
て

○
11
月
20
日

・
役
場
庁
舎
整
備
に
つ
い
て

・
神
怡
舘
の
利
活
用
方
針
に
つ
い
て

・�

旧
バ
イ
ク
の
森
お
が
の
利
用
者
募

集
結
果
に
つ
い
て

・�

町
立
幼
稚
園
・
保
育
所
の
認
定

こ
ど
も
園
へ
の
移
行
に
つ
い
て

・�

森
林
管
理
道
八
日
見
線
の
一
部

移
管
に
つ
い
て

・�

町
立
病
院
の
病
床
の
転
換
等
に

つ
い
て

○
12
月
26
日

・
役
場
庁
舎
整
備
に
つ
い
て

・
空
き
公
共
施
設
利
活
用
に
つ
い
て

議
会
全
員
協
議
会庁舎の位置や整備方法等について議論さ

れている小鹿野庁舎
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いっぱんしつもん
※議員各自で90分以内の一般質問の内容を要約しています。

町
政
に
対
す
る
一
般
質
問
12月
定例会

質　

新
庁
舎
整
備
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
か
ら
基
本
計
画
・
基
本

設
計
を
実
施
し
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う

な
体
制
・
方
法
で
実
施
す
る

の
か
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。

答
　
役
場
庁
舎
整
備
に
関
す
る

住
民
説
明
会
で
示
し
た
「
基

本
方
針
」を
実
現
す
る
た
め
、

必
要
な
庁
舎
の
機
能
に
つ
い

て
よ
り
踏
み
込
ん
だ
検
討
を

小
鹿
野
町
庁
舎
建
設
委
員
会

で
進
め
て
参
り
た
い
と
存
じ

ま
す
。庁
舎
位
置
決
定
後
、庁

舎
の
規
模
や
配
置
計
画
、
概

算
事
業
費
等
に
つ
い
て
、
よ

り
踏
み
込
ん
だ
検
討
を
行
い
、

役
場
庁
舎
建
設
委
員
会
で
基

本
構
想
案
を
作
成
し
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
経
て
基

本
構
想
と
し
て
策
定
し
て
参

り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
　
そ
の
後
、
基
本
設
計
を
委

託
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

質　

持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
た
め
に
、
庁
舎
は

大
変
重
要
な
役
割
で
す
が
、

必
要
な
視
点
と
し
て
、
稼
働

率
や
寿
命
、
ト
ー
タ
ル
コ
ス

ト
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
な
ど

が
特
に
重
要
で
す
。

　
　

基
本
計
画
・
基
本
設
計
を

実
施
し
て
い
く
中
で
は
、「
役

場
職
員
＋
専
門
家
」
だ
け
で

は
な
く
、
子
育
て
中
の
お
母

さ
ん
や
お
年
寄
り
に
必
要
な

も
の
な
ど
、
町
民
が
求
め
る

庁
舎
機
能
を
抽
出
し
て
い
く

こ
と
が
と
て
も
重
要
で
す
。

　
　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の

み
で
な
く
、
町
民
参
加
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実
施
す

る
の
が
良
い
と
考
え
ま
す
が

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
　

ま
た
、
役
場
職
員
全
体
で
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
地
域
経
済
に

つ
い
て
基
本
的
な
考
え
方
を

理
解
し
共
有
す
る
こ
と
が
必

要
だ
と
考
え
ま
す
が
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

答
　
町
民
の
声
を
幅
広
く
求
め

る
た
め
に
、
特
に
若
い
人
・

次
の
世
代
を
担
う
人
た
ち
の

声
を
反
映
し
て
い
く
た
め

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
一
つ
の

手
段
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
ま
た
、
ト
ー
タ
ル
コ
ス
ト
、

特
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
は
非

常
に
大
事
だ
と
思
っ
て
お
り
、

色
々
な
勉
強
会
に
参
加
し
て
、

庁
舎
建
設
に
し
っ
か
り
反
映

さ
せ
て
い
き
ま
す
。

質　

役
場
庁
舎
は
、
町
づ
く
り

等
の
立
場
か
ら
現
在
地
に

建
て
替
え
る
と
し
て
い
る

が
、
如
何
に
も
保
守
的
で
あ

る
。
引
き
続
き
、
防
災
面
で

優
位
に
あ
る
旧
三
田
川
中
学

校
の
活
用
を
検
討
す
る
と
共

に
、
万
一
、
建
て
替
え
す
る

場
合
に
は
、
現
在
地
以
外
に

も
適
地
を
詮
索
・
検
討
す
べ

き
で
あ
る
。
更
に
、
町
づ
く

り
に
お
い
て
は
、
空
き
施
設

等
の
再
利
用
を
含
め
た
町
の

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
的
な
議

論
を
先
行
し
、
場
当
た
り
的

な
施
設
整
備
等
を
防
ぐ
必
要

が
あ
る
が
…
。

答
　
庁
舎
整
備
や
空
き
施
設
等

の
利
活
用
を
計
画
的
に
進
め

る
べ
く
、
現
在
、
町
づ
く
り

の
素
案
を
作
成
中
で
あ
る
。

質　
「
神
怡
舘
」を
ク
ラ
イ
マ
ー

の
拠
点
施
設
と
し
て
活
用
す

る
計
画
が
あ
る
が
、
本
施
設

へ
の
転
換
・
改
修
費
用
は
誰

が
持
つ
の
か
。
ま
た
、
本
建

物
は
、
日
中
友
好
の
シ
ン
ボ

ル
施
設
で
あ
り
、
ボ
ル
ダ
リ

ン
グ
な
ど
に
は
不
向
き
だ
。

小
鹿
野
歌
舞
伎
の
常
設
拠
点

な
ど
と
す
る
の
が
相
応
し
い

と
思
う
が
…
。

答
　
県
か
ら
当
該
施
設
を
譲
り

受
け
て
、
町
が
改
修
整
備
す

る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
歌

舞
伎
の
拠
点
に
は
、
少
し
手

狭
だ
が
観
光
交
流
館
を
考
え

て
い
る
。

質　

平
成
32
年
度
か
ら
は
三
田

川
小
学
校
が
複
式
２
学
級
と

な
る
。
更
に
、
翌
33
年
度
に

は
、
三
田
川
に
加
え
て
長
若

小
学
校
も
複
式
１
学
級
と
な

る
。
そ
こ
で
、
遅
く
と
も
２

～
３
年
後
に
は
町
内
小
学
校

の
統
合
を
実
施
す
べ
き
と
考

え
る
が
…
。

答
　
現
時
点
に
お
い
て
は
、
統

合
の
必
要
性
に
つ
い
て
地
域

か
ら
の
声
が
挙
が
っ
て
き
て

い
な
い
。引
き
続
き
、意
見
交

換
の
場
を
持
っ
て
い
き
た
い
。

質　

町
道
の
支
障
木
は
、
常
緑

樹
以
外
の
雑
木
に
つ
い
て
も

町
に
よ
る
伐
採
対
応
が
で
き

な
い
か
伺
い
た
い
。

答
　
私
有
地
か
ら
道
路
に
張
り

出
し
た
樹
木
は
、
基
本
的
に

は
所
有
者
に
行
っ
て
も
ら
う

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
通

行
上
の
安
全
が
妨
げ
ら
れ
る

場
合
な
ど
に
は
、
町
が
対
応

す
べ
き
と
考
え
る
。

持
続
可
能
な
町
づ
く
り

と
し
て
の
新
庁
舎
の
検
討
を

髙
橋
　
謙
治 

議
員

町
づ
く
り
の
議
論
を
し
っ
か
り

進
め
て
町
の
活
性
化
を
！

猪
野
　
武
雄 

議
員


